
テ
ロ
を
許
さ
な
い

安
全
な
街
づ
く
り
に
ご
協
力
を

　

埼
玉
県
警
で
は
、
関
係
行
政
機
関
の
他

62
の
事
業
者
・
団
体
で
構
成
す
る
テ
ロ
対

策
「
彩
の
国
」
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
設
立
し

ま
し
た
。
テ
ロ
に
関
す
る
情
報
の
共
有
な

ど
官
民
連
携
し
た
テ
ロ
対
策
を
進
め
て
い

き
ま
す
。
テ
ロ
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め

に
、
不
審
者
（
物
）
を
見
か
け
た
ら
１
１

０
番
を
！

問
合
せ　

児
玉
警
察
署

　

☎
０
４
９
５
（
７
２
）
０
１
１
０

『
地
域
の
医
療
と
健
康
を
考
え
る
会
』

講
演
会
を
開
催 

日　

時　

３
月
５
日
（
土
）

　
　
　
　

午
後
２
時
〜
４
時
半

受　

付　

午
後
１
時
40
分

場 　

所　

早
稲
田
リ
サ
ー
チ
パ
ー
ク
・
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

講　

師　

押
田 

茂
實　

氏

　

 

（
日
本
大
学
名
誉
教
授
、
神
楽
坂
法
医

学
研
究
所　

所
長
）

演 　

題　

法
医
学
か
ら
見
た
平
均
寿
命
と

健
康
寿
命
〜
事
件
・
事
故
に
巻
き
込
ま

れ
な
い
た
め
に
〜

定 　

員　

１
０
０
人
程
度
（
多
数
の
場
合
抽
選
）

費　

用　
　

無
料

申 

込
み　

３
月
１
日
（
火
）
ま
で
に
住

所
・
氏
名
・
連
絡
先
を
明
記
の
う
え

フ
ァ
ッ
ク
ス
又
は
電
話
で
左
記
へ

問 

合
せ
（
公
財
）
本
庄
早
稲
田
国
際
リ

サ
ー
チ
パ
ー
ク

　

☎
０
４
９
５
（
２
４
）
７
４
５
５

　

℻
０
４
９
５
（
２
４
）
７
４
６
５　

火
災
予
防
ポ
ス
タ
ー
展
開
催

　

児
玉
郡
市
内
の
各
小
学
校
か
ら
出
品
さ

れ
た
作
品
に
つ
い
て
、
春
季
全
国
火
災
予

防
運
動
に
あ
わ
せ
て
展
示
い
た
し
ま
す
。

期　

間　

３
月
１
日
（
火
）

　
　
　
　
　
　

〜
７
日
（
月
）
正
午
ま
で

場　

所　

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
上
里

　
　
（
上
里
町
大
字
金
久
保
３
５
９

－

１
）

期
間
中
の
イ
ベ
ン
ト

・ 

一
日
消
防
長
と
し
て
上
里
町
マ
ス
コ
ッ

ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
『
こ
む
ぎ
っ
ち
』
来

場
・
風
船
、
ポ
ケ
ッ
ト
テ
ィ
ッ
シ
ュ
配
布
。

　

３
月
５
日
（
土
）
〜
６
日
（
日
）

　

午
後
１
時
〜
３
時

問
合
せ　
児
玉
郡
市
広
域
消
防
本
部
予
防
課

　

☎
０
４
９
５
（
２
４
）
８
３
９
２

レ
ッ
ツ
・
チ
ャ
レ
ン
ジ
つ
み
っ
こ
作
り

〜
神
川
町
青
少
年
相
談
員
主
催
事
業
〜

　

相
談
員
の
お
兄
さ
ん
や
お
姉
さ
ん
、
学

校
・
学
年
の
違
う
お
友
達
と
い
っ
し
ょ
に

郷
土
料
理
の
「
つ
み
っ
こ
」
を
作
っ
て
み

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
は
口
座
振
替
が

便
利
で
す
！

　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
に
は
、
口
座

振
替
が
ご
利
用
に
な
れ
ま
す
。

　

口
座
振
替
を
ご
利
用
い
た
だ
く
と
、
保

険
料
が
自
動
的
に
引
き
落
と
さ
れ
る
の
で

金
融
機
関
な
ど
に
行
く
手
間
が
省
け
る
う

え
、
納
め
忘
れ
も
な
く
、
と
て
も
便
利
で

す
。

早
割
・
前
納
で
納
付
す
る
と
保
険
料
が
割

引
さ
れ
ま
す
。

　

保
険
料
の
納
付
期
限
は
翌
月
末
で
す
が
、

当
月
末
に
引
落
す
方
法
の
こ
と
を
「
早
割
」

と
い
い
ま
す
。

　

保
険
料
を
早
割
に
す
る
と
、
月
50
円

（
年
間
６
０
０
円
）
割
引
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
６
か
月
分
（
４
月
〜
９
月
分
、

10
月
〜
翌
年
３
月
分
）、
１
年
分
（
４
月

〜
翌
年
３
月
分
）、２
年
分
（
４
月
〜
翌
々

年
３
月
分
）
を
ま
と
め
て
前
納
す
る
と
さ

ら
に
お
得
に
な
り
ま
す
。
６
カ
月
前
納
と

１
年
前
納
は
口
座
振
替
・
現
金
納
付
ど
ち

ら
で
も
ご
利
用
に
な
れ
ま
す
。

　

２
年
前
納
は
口
座
振
替
の
み
ご
利
用
に

な
れ
ま
す
。
お
申
込
み
期
限
は
毎
年
２
月

末
ま
で
（
６
カ
月
前
納
の
10
月
〜
翌
年
３

月
分
は
毎
年
８
月
末
ま
で
）
で
す
。

　

通
常
の
口
座
振
替
と
早
割
は
い
つ
で
も

お
申
込
み
で
き
ま
す
。

　

そ
の
他
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
も
納

付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
合
せ

熊
谷
年
金
事
務
所

　

☎
０
４
８
（
５
２
２
）
５
０
１
２

保
険
健
康
課　
　
　

　

☎
０
４
９
５
（
７
７
）
２
１
１
３

地
域
総
務
課　
　

　

☎
０
２
７
４
（
５
２
）
３
２
７
１ 

ね
ん
き
ん
だ
よ
り

ね
ん
き
ん
だ
よ
り

く
ら
し
の

く
ら
し
の
情
報
情
報

ま
せ
ん
か
。
普
段
給
食
で
食
べ
て
い
る

「
つ
み
っ
こ
」
を
み
ん
な
で
一
か
ら
作
っ

て
楽
し
い
時
間
を
過
ご
し
ま
し
ょ
う
！

日　

時　

３
月
19
日
（
土
）

　
　
　
　

午
前
10
時
〜
午
後
２
時

場　

所　

保
健
セ
ン
タ
ー（
２
階
調
理
室
）

参
加
費　

無
料

対　

象　

神
川
町
内
在
住
の
小
学
生

　
　
　

（
先
着
15
人
）

持
ち
物　

エ
プ
ロ
ン
、
飲
み
物

申 

込
み　

申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し

て
、
神
川
町
役
場
保
険
健
康
課
ま
た
は

神
泉
総
合
支
所
ま
た
は
中
央
公
民
館
ま

で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
申
込
書
も

こ
の
３
か
所
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

締
切
り　

３
月
３
日
（
木
）

問
合
せ　

町
民
福
祉
課

　
　
　
　

（
青
少
年
相
談
事
務
局
）

　

☎
０
４
９
５
（
７
７
）
２
１
１
２

「
神
川
町
臨
時
職
員
募
集
」

　

神
泉
総
合
支
所
で
は
、
平
成
28
年
４
月
か

ら
勤
務
で
き
る
臨
時
職
員
を
募
集
し
ま
す
。

募
集
人
数　

１
人

勤
務
場
所　

神
泉
総
合
支
所

　
　

（
神
川
町
大
字
下
阿
久
原
８
１
６

－

１
）

勤
務
内
容　

神
泉
総
合
支
所
及
び

　
　
　
　
　

ス
テ
ラ
神
泉
の
清
掃
等

採 

用
期
間　

６
か
月
以
内
（
更
新
の
場
合
あ
り
）

勤 

務
時
間　

 

午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時

の
う
ち
７
時
間
30
分

　
　
　
　
　

週
３
日
程
度

賃
金　

時
給
８
３
０
円

受 

付　

２
月
15
日
（
月
）
〜
29
日
（
月
）

　
　
　

（
※
土
日
は
除
く
）

選
考
方
法　

面
接

応 

募
方
法　

 

お
電
話
の
上
、
履
歴
書
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

応
募
・
問
合
せ

　

神
泉
総
合
支
所
地
域
総
務
課

　

☎
０
２
７
４
（
５
２
）
３
２
７
１

宝
く
じ
助
成
金
を
有
効
に
活
用
し
て
い
ま
す

　

元
阿
保
区
で
は
、
一
般
財
団
法
人
自
治
総
合
セ
ン

タ
ー
が
実
施
し
て
い
る
平
成
27
年
度
宝
く
じ
助
成
を

受
け
て
、
元
阿
保
公
会
堂
を
新
築
し
、
併
せ
て
備
品

を
整
備
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

事
業
費
は
助
成
金
の
ほ
か
住
民
か
ら
の
協
力
金
、

寄
付
金
を
充
て
ま
し
た
。
新
公
会
堂
を
活
用
し
た
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
に
期
待
し
て
い
ま
す
。

税務署からのお知らせ ☆本庄税務署☎0495-22-2111（自動音声案内）

１　確定申告相談及び受付期間等について
　平成27年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告相談及び申告書の受付は２月16日（火）か
ら３月15日（火）までです（土・日曜・祝日は除く）。
　上記期間中、本庄税務署においては、所得税、消費税及び贈与税に関するご相談について、午
後２時以降は少ない職員で対応しておりますので、ご相談がある方は、お早めにお越しいただき
ますようお願いします。
　また、確定申告書は国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）「確定申告書等作成コーナー」で簡単
に作成できますのでご利用をお願いします。

２　公的年金等受給者に係る確定申告不要制度について
　公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象とな
る場合において、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、
所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。 

（注1） 　所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、所得税及び復興特別
所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。

（注2） 　所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要
な場合がありますのでご注意ください。
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